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既設ドレンに改修用ドレン取付とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

既設アンカーに不具合のある場合の補修並びに増設ヵ所は、既設アンカー
穴数に対し、1～2％程度とします。

Ａ09　Ｅ詳細図のドレンは、既設ドレンに改修ドレン取付と考えて
よろしいでしょうか。

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 第344号 件　　　　名 豊中市立豊島小学校体育館屋根改修工事

回　　　　答

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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図面番号A-05に記載のとおり、梁部分に欠損（３００×２００×５０）が２ヵ所
あるため、樹脂モルタル充填にて補修を行うものとします。

Ａ10接合部補強要領に、既設アンカー全数調査し、不具合があ
る場合は補修並びに増設と記載されていますが、何ヶ所ぐらい
計上すればよろしいでしょうか。

Ａ05仮設計画図に壁補修用足場の記載がありますが、補修内
容をご指示願います。


